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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも輸送拠点端末とコンピュータネットワークを介して通信する物流情報システ
ムを備えた物流支援システムにおいて、前記輸送拠点端末は、複数の輸送拠点にそれぞれ
設けられ、
　前記物流情報システムは、少なくとも輸送情報を記憶装置に記憶し、当該輸送情報は、
少なくとも、荷物を一意に特定可能な荷物識別情報と、当該荷物の届先を一意に特定可能
な届先識別情報と、当該荷物の輸送に関する輸送関連情報とを関連付けた情報であり、当
該輸送情報は、荷物毎に複数記憶され、
　前記物流情報システムが、前記複数の輸送情報を比較することにより、前記届先識別情
報が一致すると共に前記輸送関連情報から見て同じ輸送拠点に同時に滞在している又は同
じ輸送拠点に同時に滞在する見込みである複数の荷物に対応する複数の輸送情報を前記記
憶装置から検索し、当該検索した複数の輸送情報に対応する荷物を輸送経路上で一つの便
に混載させるために、当該各輸送情報に含まれる各荷物識別情報を前記同時に滞在する輸
送拠点に設けられた輸送拠点端末に送信する、物流支援方法。
【請求項２】
　前記荷物の届先を一意に特定可能な届先識別情報に代えて、荷物の届先エリアを一意に
特定可能な届先エリア識別情報とした、請求項１に記載の物流支援方法。
【請求項３】
　少なくとも輸送拠点端末とコンピュータネットワークを介して通信する物流情報システ
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ムを備えた物流支援システムにおいて、前記輸送拠点端末は、複数の輸送拠点にそれぞれ
設けられ、
　前記物流情報システムは、少なくとも輸送情報を記憶装置に記憶し、当該輸送情報は、
少なくとも、荷物を一意に特定可能な荷物識別情報と、当該荷物の届先を一意に特定可能
な届先識別情報と、当該荷物の輸送に関する輸送関連情報とを関連付けた情報であり、当
該輸送情報は、荷物毎に複数記憶され、
　前記物流情報システムは、前記複数の輸送情報を比較することにより、前記届先識別情
報が一致すると共に前記輸送関連情報から見て同じ輸送拠点に同時に滞在している又は同
じ輸送拠点に同時に滞在する見込みである複数の荷物に対応する複数の輸送情報を前記記
憶装置から検索し、当該検索した複数の輸送情報に対応する荷物を輸送経路上で一つの便
に混載させるために、当該各輸送情報に含まれる各荷物識別情報を前記同時に滞在する輸
送拠点に設けられた輸送拠点端末に送信する、物流支援システム。
【請求項４】
　前記荷物の届先を一意に特定可能な届先識別情報に代えて、荷物の届先エリアを一意に
特定可能な届先エリア識別情報とした、請求項３に記載の物流支援システム。
【請求項５】
　少なくとも輸送拠点端末とコンピュータネットワークを介して通信する物流情報システ
ムを備えた物流支援システムにおいて、前記輸送拠点端末は、複数の輸送拠点にそれぞれ
設けられ、
　前記物流情報システムは、少なくとも輸送情報を記憶装置に記憶し、当該輸送情報は、
少なくとも、荷物を一意に特定可能な荷物識別情報と、当該荷物の届先を一意に特定可能
な届先識別情報と、当該荷物の輸送に関する輸送関連情報とを関連付けた情報であり、当
該輸送情報は、荷物毎に複数記憶され、
　前記物流情報システムに、前記複数の輸送情報を比較することにより、前記届先識別情
報が一致すると共に前記輸送関連情報から見て同じ輸送拠点に同時に滞在している又は同
じ輸送拠点に同時に滞在する見込みである複数の荷物に対応する複数の輸送情報を前記記
憶装置から検索し、当該検索した複数の輸送情報に対応する荷物を輸送経路上で一つの便
に混載させるために、当該各輸送情報に含まれる各荷物識別情報を前記同時に滞在する輸
送拠点に設けられた輸送拠点端末に送信する、処理を実行させる物流支援プログラム。
【請求項６】
　前記荷物の届先を一意に特定可能な届先識別情報に代えて、荷物の届先エリアを一意に
特定可能な届先エリア識別情報とした、請求項５に記載の物流支援プログラム。
【請求項７】
　少なくとも輸送拠点端末とコンピュータネットワークを介して通信する物流情報システ
ムを備えた物流支援システムの物流支援方法において、
　前記物流情報システムは、少なくとも輸送情報を記憶装置に記憶し、
　当該輸送情報は、少なくとも、荷物を一意に特定可能な荷物識別情報と、当該荷物の届
先を一意に特定可能な届先識別情報と、当該荷物の輸送に関する輸送関連情報とを関連付
けた情報であり、当該輸送情報は、荷物毎に記憶され、
　前記物流情報システムが、複数の輸送情報を比較することにより、前記届先識別情報が
一致すると共に前記輸送関連情報から見て同じ輸送拠点に同時に滞在している又は同じ輸
送拠点に同時に滞在する見込みである複数の荷物に対応する複数の輸送情報を前記記憶装
置から検索し、当該検索した複数の輸送情報に対応する荷物を輸送経路上で一つの便に混
載させるために、当該各輸送情報に含まれる各荷物識別情報を前記同時に滞在する輸送拠
点に設けられた前記輸送拠点端末に送信する、物流支援方法。
【請求項８】
　前記荷物の届先を一意に特定可能な届先識別情報に代えて、荷物の届先エリアを一意に
特定可能な届先エリア識別情報とした、請求項７に記載の物流支援方法。
【請求項９】
　少なくとも輸送拠点端末とコンピュータネットワークを介して通信する物流情報システ
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ムを備えた物流支援システムにおいて、
　前記物流情報システムは、少なくとも輸送情報を記憶装置に記憶し、
　当該輸送情報は、少なくとも、荷物を一意に特定可能な荷物識別情報と、当該荷物の届
先を一意に特定可能な届先識別情報と、当該荷物の輸送に関する輸送関連情報とを関連付
けた情報であり、当該輸送情報は、荷物毎に記憶され、
　前記物流情報システムは、複数の輸送情報を比較することにより、前記届先識別情報が
一致すると共に前記輸送関連情報から見て同じ輸送拠点に同時に滞在している又は同じ輸
送拠点に同時に滞在する見込みである複数の荷物に対応する複数の輸送情報を前記記憶装
置から検索し、当該検索した複数の輸送情報に対応する荷物を輸送経路上で一つの便に混
載させるために、当該各輸送情報に含まれる各荷物識別情報を前記同時に滞在する輸送拠
点に設けられた前記輸送拠点端末に送信する、物流支援システム。 
【請求項１０】
　前記荷物の届先を一意に特定可能な届先識別情報に代えて、荷物の届先エリアを一意に
特定可能な届先エリア識別情報とした、請求項９に記載の物流支援システム。
【請求項１１】
　少なくとも輸送拠点端末とコンピュータネットワークを介して通信する物流情報システ
ム用の物流支援プログラムであって、
　前記物流情報システムは、少なくとも輸送情報を記憶装置に記憶し、
　当該輸送情報は、少なくとも、荷物を一意に特定可能な荷物識別情報と、当該荷物の届
先を一意に特定可能な届先識別情報と、当該荷物の輸送に関する輸送関連情報とを関連付
けた情報であり、当該輸送情報は、荷物毎に複数記憶され、
　前記物流情報システムに、複数の輸送情報を比較することにより、前記届先識別情報が
一致すると共に前記輸送関連情報から見て同じ輸送拠点に同時に滞在している又は同じ輸
送拠点に同時に滞在する見込みである複数の荷物に対応する複数の輸送情報を前記記憶装
置から検索し、当該検索した複数の輸送情報に対応する荷物を輸送経路上で一つの便に混
載させるために、当該各輸送情報に含まれる各荷物識別情報を前記同時に滞在する輸送拠
点に設けられた前記輸送拠点端末に送信する処理を実行させる、物流支援プログラム。
【請求項１２】
　前記荷物の届先を一意に特定可能な届先識別情報に代えて、荷物の届先エリアを一意に
特定可能な届先エリア識別情報とした、請求項１１に記載の物流支援プログラム。
【請求項１３】
　前記物流情報システムは、受信した指示に基づき、前記届先識別情報又は届先エリア識
別情報が共通する荷物であって同じ輸送拠点を通過する先の荷物と後の荷物とについて、
当該各荷物が前記輸送拠点に同時に滞在するように、前記先の荷物の前記輸送関連情報に
含まれる滞在終了時期を変更する、請求項７、又は請求項８に記載の物流支援方法。
【請求項１４】
　前記物流情報システムは、受信した指示に基づき、前記届先識別情報又は届先エリア識
別情報が共通する荷物であって同じ輸送拠点を通過する先の荷物と後の荷物とについて、
当該各荷物が前記輸送拠点に同時に滞在するように、前記先の荷物の前記輸送関連情報に
含まれる滞在終了時期を変更する、請求項９、又は請求項１０に記載の物流支援システム
。
【請求項１５】
　前記物流情報システムに、受信した指示に基づき、前記届先識別情報又は届先エリア識
別情報が共通する荷物であって同じ輸送拠点を通過する先の荷物と後の荷物とについて、
当該各荷物が前記輸送拠点に同時に滞在するように、前記先の荷物の前記輸送関連情報に
含まれる滞在終了時期を変更させる、請求項１１、又は請求項１２に記載の物流支援プロ
グラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、直販に適した物流支援方法及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日、中間流通が多いほど商品の購入にかかるコストが高くなると考えられており、当
該コストを低減するために中間流通を省いた直販の浸透が進んでいる。しかし、直販の方
がコスト高になってしまう場合がある。例えば、５０円の商品を中間流通業者が一度に大
量に仕入れ、この商品の１個を需要者に１００円で対面販売すれば、当該需要者は当該商
品を１００円で取得することができる。一方、同じ５０円の商品を１つだけ直販で購入し
、送料が５００円であれば、需要者は同じ商品を１個取得するために５５０円のコストを
要する。この場合、前者よりも後者の方が商品購入にかかるコストが増大する結果となる
。
　しかし、時代は直販流通の方向へ進んでいる。そこで、本願発明者は、上記のように少
量の商品を直販で購入するケースを考慮した新しい流通の形態を創出する必要があると考
えている。
　物流コストの低減を課題とした先行技術文献として、例えば、特許文献１等がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－２１５９５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、例えば少量の低額商品を直販で購入する場合であっても、中間流通を介する
場合に比べ、商品取得にかかるコストを低減することが可能な新しい流通形態の提供を課
題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　個人規模で直販を利用する場合、購入する個々の商品の量は通常は少量である。しかし
、個人規模であっても一日に消費ないし使用する様々な商品の量を合算して考え、その総
量の物流があると仮定すると、個人規模であっても物流の量は決して少なくないと言える
。例えば、個人商店の物流を考えてみると、三面等価の原則から類推するに、その商店の
物流量と、その個人の家全体の物流量とは、ほぼ等しいと考えることができる。今までは
、個々の「物」をキーとした物流が行われてきたが、本願発明者は、これを「人（届先）
」をキーとした物流に変更することによって、直販における商品取得にかかるコストを今
まで以上に低減することができると考えた。
　本願発明では、届先が一致する複数の荷物を物流経路上で混載させることにより、届先
へ一度に届ける荷物の物流量を増大させる。これにより、物流コストの低減を図る。
【０００６】
　そこで、本願発明は、以下の構成を採る。
　少なくとも輸送拠点端末とコンピュータネットワークを介して通信する物流情報システ
ムを備えた物流支援システムにおいて、前記輸送拠点端末は、複数の輸送拠点にそれぞれ
設けられ、
　前記物流情報システムは、少なくとも輸送情報を記憶装置に記憶し、当該輸送情報は、
少なくとも、荷物を一意に特定可能な荷物識別情報と、当該荷物の届先を一意に特定可能
な届先識別情報と、当該荷物の輸送に関する輸送関連情報とを関連付けた情報であり、当
該輸送情報は、荷物毎に複数記憶され、
　前記物流情報システムは、前記複数の輸送情報を比較することにより、前記届先識別情
報が一致すると共に前記輸送関連情報から見て同じ輸送拠点に同時に滞在している又は同
じ輸送拠点に同時に滞在する見込みである複数の荷物に対応する複数の輸送情報を前記記
憶装置から検索し、当該検索した複数の輸送情報に対応する荷物を一つの便に混載させる
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ために、当該各輸送情報に含まれる各荷物識別情報を前記同時に滞在する輸送拠点に設け
られた輸送拠点端末に送信する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、例えば少量の低額商品を直販で購入する場合であっても、商品取得に
かかるコストを従来よりも低減することが可能な、新しい流通形態を実現することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施形態である物流支援システムの構成図
【図２】発注情報の流れ図
【図３】荷物の流れ図
【図４】輸送情報の構造図
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。図１は、本発明の実施形態である
物流支援システムの全体構成図である。コンピュータネットワーク６には、複数の発注者
端末２と、複数の商品提供者端末３と、複数の輸送拠点端末４と、複数の届先端末５と、
これらの各端末２～５と通信する物流情報システム１とが接続されている。
【００１０】
　発注者端末２は、商品を発注する者又はその代理人が操作する端末であって、本システ
ムを利用する発注者が複数存在することから、複数の発注者端末２が存在する。
【００１１】
　商品提供者端末３は、商品を提供する者又はその代理人が操作する端末であって、本シ
ステムを利用する商品提供者が複数存在することから、複数の商品提供者端末３が存在す
る。商品提供者とは、流通の下流側に商品を提供する者をいい、生産者に限らず、卸売業
者や小売業者も含まれる。
【００１２】
　輸送拠点端末４は、輸送拠点のオペレータ又はその代理人が操作する端末であって、本
システムを利用する輸送拠点が複数存在することから、複数の輸送拠点端末４が存在する
。各輸送拠点は、特定の業者の輸送拠点に限らず、異なる業者の輸送拠点が含まれていて
もよい。輸送拠点間を運送する運送業者も、特定の運送業者に限らず、異なる運送業者が
含まれていてもよい。また、卸売業者や小売業者の拠点も輸送拠点となり得る。物流の上
流から提供された商品が卸売業者や小売業者の拠点を経由して下流の拠点へと流通すると
き、卸売業者や小売業者の拠点も輸送拠点として考えられる。よって、卸売業者や小売業
者のように、商品提供者と輸送拠点とを兼ねる業者が存在し、商品の在庫を持つ輸送拠点
が存在する。
【００１３】
　届先端末５は、商品の届け先となる者又はその代理人が操作する端末であって、本シス
テムを利用する届け先が複数存在することから、複数の届先端末５が存在する。
【００１４】
　コンピュータネットワーク６は、本実施形態においてインターネットを含み、物流情報
システム１は、各端末２～５をクライアントとするサーバ機能を備えている。各端末２～
５及び物流情報システム１は、コンピュータであり、入力装置、出力装置、記憶装置、処
理装置及び通信装置を備えている。各コンピュータの処理装置は、記憶装置に記憶された
プログラムを実行することにより、種々の処理を実行する。各端末２～５の通信装置は、
無線通信装置でもよい。また、各端末２～５は、タブレット端末やスマートフォン等でも
よい。なお、本願発明におけるコンピュータネットワークは、インターネットを含まない
ものでもよい。
【００１５】
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　物流情報システム１及び商品提供者端末３は、発注者端末２から送信された発注情報を
取得し、それぞれの記憶装置に記憶する。発注情報の取得経路としては２通り考えられる
。
【００１６】
　第１の経路は、図２に実線の矢印で示す経路であり、先ず発注情報を発注者端末２から
物流情報システム１に受信し、更に物流情報システム１から所定の商品提供者端末３に発
注情報を転送する経路である。
【００１７】
　第２の経路は、図２に点線で示す経路であり、先ず発注情報を発注者端末２から商品提
供者端末３に受信し、更に商品提供者端末３から物流情報システム１に発注情報を転送す
る経路である。
【００１８】
　ここで、転送される発注情報は転送前の発注情報と完全に一致している必要はなく、転
送先で必要とされる情報だけが抜粋されて転送されてもよい。
【００１９】
　第１の経路を採る場合、物流情報システム１は、発注情報の転送先となる商品提供者又
は在庫を有する輸送拠点（以下「商品提供者等」という）を選択する必要がある。発注情
報に商品提供者等の識別情報が含まれている場合、当該識別情報により特定される商品提
供者等の端末３，４に発注情報を転送すればよい。一方、発注情報に商品提供者等の識別
情報が含まれていない場合、物流情報システム１は、発注情報に含まれる商品識別情報に
基づいて当該商品を提供する商品提供者等を選択する。この場合、物流情報システム１は
、当該商品の商品識別情報と、当該商品を在庫する商品提供者等の識別情報とを関連付け
た転送先情報を記憶装置に予め記憶しておく。そして、物流情報システム１は、発注情報
に含まれる商品識別情報に対応する転送先情報を記憶装置から検索し、その検索の結果か
ら当該商品を在庫する商品提供者等の識別情報を取得する。物流情報システム１は、商品
提供者等の端末３，４に対するプッシュ配信又はプル配信に必要な情報は、商品提供者等
の識別情報に関連付けて記憶装置に記憶しておく。
【００２０】
　図３において、発注情報に基づき、商品提供者Ａから輸送拠点Ｅに商品を含む荷物が入
荷すると、輸送拠点Ｅの輸送拠点端末４は、当該荷物の送り状情報を物流情報システム１
に送信する。物流情報システム１は、当該送り状情報を記憶装置に記憶する。送り状情報
には、少なくとも、当該送り状に対応する荷物を一意に特定可能な荷物識別情報（送り状
番号等）と、当該送り状情報を送信した輸送拠点Ｅの識別情報（拠点コード等）と、当該
荷物の届け先を一意に特定可能な届先識別情報（住所又は住所を一意に特定可能なコード
等）とを含むものとする。
【００２１】
　物流情報システム１は、受信した送り状情報に基づいて、輸送拠点Ｅから届け先までに
荷物が経由する輸送拠点の経路（輸送経路情報）を設定すると共に、当該荷物を当該経路
上の各輸送拠点に入荷すべき日時及び各輸送拠点から出荷すべき日時（輸送スケジュール
情報）を設定し、当該輸送経路情報と輸送スケジュール情報とを荷物識別情報に関連付け
て記憶装置に記憶する。また、物流情報システム１は、当該荷物が現在、輸送拠点Ｅに滞
在しているという現在ステータス情報と、当該荷物の届先識別情報とを、当該荷物の荷物
識別情報に関連付けて記憶装置に記憶する。これにより、物流情報システムの記憶装置に
は、図４に示す構造の輸送情報が荷物毎に記憶される。ここで、輸送経路情報及び輸送ス
ケジュール情報は、コンピュータの演算処理により自動的に設定されることが望ましい。
輸送経路情報及び輸送スケジュール情報を自動的に設定する一例として、例えば、特開平
０８－２３５２６３号公報によって開示された技術がある。ここで、「輸送経路情報」、
「輸送スケジュール情報」及び「現在ステータス情報」は、それぞれ、特許請求の範囲に
記載した「輸送関連情報」に該当する。
【００２２】
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　図３において、商品提供者Ｂからの荷物が輸送拠点Ｅに入荷した場合も同様に、当該荷
物の送り状情報が輸送拠点端末４から物流情報システム１に送信され、物流情報システム
１は、当該荷物について輸送情報を生成し、記憶装置に記憶する。同様に、任意の商品提
供者からの荷物が任意の輸送拠点に入荷した場合、当該荷物の送り状情報が輸送拠点端末
４から物流情報システム１に送信され、物流情報システム１は、当該荷物について輸送情
報を生成し、記憶装置に記憶する。
【００２３】
　また、図３において、輸送拠点Ｅが、在庫を有する輸送拠点であって、当該在庫を商品
として出荷する場合も同様に、当該荷物の送り状情報が輸送拠点端末４から物流情報シス
テム１に送信され、物流情報システム１は、当該荷物について輸送情報を生成し、記憶装
置に記憶する。同様に、任意の輸送拠点が在庫を商品として出荷する場合、当該荷物の送
り状情報が輸送拠点端末４から物流情報システム１に送信され、物流情報システム１は、
当該荷物について輸送情報を生成し、記憶装置に記憶する。
【００２４】
　物流情報システム１は、第１の混載判定処理として、記憶装置に記憶した輸送情報の中
から、現在ステータス情報と届先識別情報との両方が一致する輸送情報を検索する。現在
ステータスと届先識別情報との両方が一致する輸送情報を見つけた場合、即ち、同じ輸送
拠点に届け先が同じ荷物があることを見つけた場合、当該輸送拠点の輸送拠点端末に、該
当する荷物の荷物識別情報を送信し、同じ届け先の荷物が複数滞在していることを通知す
る。
【００２５】
　当該通知を受信した輸送拠点端末４は、当該輸送拠点に現に滞在している同じ届け先の
荷物の荷物識別情報を出力装置に出力する。当該輸送拠点では、出力装置に出力された荷
物識別情報を確認した作業者が、当該荷物識別情報に対応する複数の荷物を同じ便に混載
する。当該複数の荷物は商品提供者が異なっていてもよい。
【００２６】
　同じ届け先の荷物が一輸送拠点に同時に滞在する場合としては、図３の例では、商品提
供者Ａが出荷した荷物と、商品提供者Ｂが出荷した荷物とが同時に滞在する場合の他、商
品提供者Ａ又はＢが出荷した荷物と、上流の輸送拠点Ｃ又はＤから輸送拠点Ｅに着荷した
荷物とが同時に滞在する場合がある。更に、それらのＡ、Ｂ，Ｃ，Ｄからの荷物と、輸送
拠点Ｅが持つ在庫を商品として出荷する場合の荷物とが同時に滞在する場合がある。
【００２７】
　また、物流情報システム１は、第２の混載判定処理として、記憶装置に記憶した複数の
輸送情報から、届先識別情報が共通し、かつ、輸送経路上の少なくとも１の輸送拠点が共
通し、かつ、当該輸送拠点に同時に滞在する見込みの複数の荷物を検索する。輸送経路上
の少なくとも１の輸送拠点が共通するか否かは、対比する各輸送情報に含まれる各輸送経
路情報の値を比較することにより判断する。当該輸送拠点に同時に滞在するか否かは、対
比する各輸送情報に含まれる各輸送スケジュール情報のうち、当該輸送拠点に荷物が滞在
する期間（当該輸送拠点に入荷すべき日時（滞在開始時期）から出荷すべき日時（滞在終
了時期）までの期間）に重複する期間があるか否かで判断する。
【００２８】
　物流情報システム１は、届先識別情報が共通し、かつ、輸送経路上の少なくとも１の輸
送拠点が共通し、かつ、当該輸送拠点に同時に滞在する見込みの複数の荷物を見つけた場
合、当該輸送拠点の輸送拠点端末に、当該複数の荷物の荷物識別情報を送信し、同じ届け
先の荷物が同時に複数滞在する見込みがあることを通知する。
【００２９】
　当該通知を受信した輸送拠点端末４は、当該輸送拠点に同時に滞在する見込みの同じ届
け先の荷物の荷物識別情報を出力装置に出力する。当該輸送拠点では、出力装置に出力さ
れた荷物識別情報を確認した作業者が、当該荷物識別情報に対応する複数の荷物を同じ便
に混載する。当該複数の荷物は商品提供者が異なっていてもよい。
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【００３０】
　また、物流情報システム１は、第３の混載判定処理として、届先識別情報が共通し、か
つ、輸送経路上の少なくとも１の輸送拠点が共通する複数の荷物が存在するが、当該荷物
が当該共通する輸送拠点に同時に滞在しない場合、当該複数の荷物のうち当該輸送拠点に
先に滞在する荷物の滞在終了時期と、当該輸送拠点に後に滞在する荷物の滞在開始時期と
の差が、予め設定されたオプション期間以内（例えば２日以内）である場合には、それら
の荷物の届先識別情報に対応する届先端末５に、「当該輸送拠点に先に滞在する荷物の滞
在終了時期を当該輸送拠点に後に滞在する荷物の滞在開始時期以降に延期するか否か」の
問い合わせメッセージを送信する。物流情報システム１は、当該届先端末５から上記問い
合わせに対する「延期する」旨のメッセージを受信すると、上記先に滞在する荷物の滞在
終了時期を上記後に滞在する荷物の滞在開始時期よりも所定期間遅い時期に変更すると共
に、当該先に滞在する荷物の輸送スケジュール情報を再計算して更新する。物流情報シス
テム１は、この更新した輸送スケジュール情報に基づき、上述した第２の混載判定処理を
実行する。
【００３１】
　そして、同じ届け先の荷物を混載した便は、現在の輸送拠点から次の輸送拠点又は届け
先へと出荷される。出荷の際、現在の輸送拠点の輸送拠点端末４は、出荷する荷物の荷物
識別情報を物流情報システムに送信する。この情報を受信した物流情報システムは、荷物
識別情報が一致する輸送情報の現在ステータス情報を更新する。
【００３２】
　図３において、現在の輸送拠点Ｅから次の輸送拠点に荷物が着荷した場合、着荷した輸
送拠点を図３の輸送拠点Ｅとして、上記の処理が繰り返される。各輸送拠点において、上
記と同一の処理が繰り返される。
【００３３】
　これにより、様々な商品提供者等から様々なタイミングで出荷された届け先の同じ荷物
が輸送経路上の各輸送拠点で可能な限り同じ便に混載され、まとめて届け先に届けられる
。このように同じ届け先への物流を物流経路の上流側から徐々にまとめることにより、各
荷物が個別の物流経路で輸送される場合に比べ、輸送コストを低減することが可能となる
。よって、個人等が少量の商品を直販で購入する場合であっても、商品取得にかかるコス
トを従来よりも低減することが可能となる。
【００３４】
　ここで上記実施形態では、物流情報システム１が、発注情報に含まれる商品識別情報に
基づいて当該商品を提供する商品提供者等を選択することを記載した。この場合、物流情
報システム１は、商品の識別情報と当該商品を提供する商品提供者等の識別情報とを関連
付けた転送先情報を記憶装置に予め記憶する。この転送先情報は、一の商品識別情報に対
して複数の商品提供者等の識別情報を関連付けたものとしてもよい。
【００３５】
　転送先情報の構造として、一の商品識別情報に対して複数の商品提供者等の識別情報を
関連付けると共に、当該一の商品識別情報に対応する商品の各商品提供者等における在庫
情報を各商品提供者等の識別情報に関連付ける。また、各商品提供者等の識別情報に、各
商品提供者等の出荷場所の識別情報を関連付けると共に、各商品提供者等の最寄りの輸送
拠点の識別情報を関連付けた出荷場所情報を予め登録しておく。物流情報システム１は、
これらの転送先情報及び出荷場所情報を予め記憶装置に記憶する。
【００３６】
　各商品提供者等における商品の在庫情報（在庫状況、在庫数量）を取得する方法として
は種々考えられるが、例えば、ある商品提供者等における当該商品の入荷数量と出荷数量
とに基づいて、物流情報システム１において、その商品提供者等における当該商品の現在
の在庫数量を算定することができる。商品Ａが商品提供者等Ｂに入荷した数量は、その荷
物の発注情報と輸送情報とを関連付けて記憶装置に記憶することにより、当該発注情報に
含まれる当該商品Ａの数量と当該輸送情報に含まれる配達完了を表す現在ステータス情報
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とから確定することができる。また、商品Ａが商品提供者等Ｂから出荷された数量は、そ
の荷物の発注情報と輸送情報とを関連付けて記憶装置に記憶することにより、当該発注情
報に含まれる当該商品Ａの数量と当該輸送情報に含まれる受付済みを表す現在ステータス
情報とから確定することができる。勿論、商品提供者等が、自社の在庫管理用コンピュー
タに記録している在庫データを物流情報システム１に送信することにより、物流情報シス
テム１が当該在庫データを取得するようにしてもよい。
【００３７】
　そして、物流情報システム１は、発注情報に含まれる商品識別情報に基づいて当該商品
を提供する商品提供者等を選択する場合、第１の方法としては、発注情報に含まれる届先
識別情報に基づいて取得した当該届け先の住所と、当該商品を現に在庫している商品提供
者等の出荷場所とが最も近い商品提供者等を選択するようにしてもよい。物流情報システ
ム１は、当該商品の在庫状況を転送先情報に含まれる在庫情報に基づいて判定し、出荷場
所の住所を出荷場所情報に含まれる出荷場所の識別情報に基づいて判定する。届け先の住
所と出荷場所の住所とが最も近いか否かは、住所間の地図上の直線距離で判定してもよい
し、出荷場所の住所から届け先の住所までの道路を経路探索した結果の距離で判定しても
よいし、出荷場所から届け先までの探索した経路による輸送にかかる推定時間で判定して
もよい。
【００３８】
　このようにすると、発注された商品が届け先に最も近い商品提供者の在庫から出荷され
るので、最短の輸送経路とすることができ、輸送コストの更なる低減に寄与することがで
きる。
【００３９】
　また、物流情報システム１は、発注情報に含まれる商品識別情報に基づいて商品Ａを提
供する商品提供者等を選択する場合、第２の方法としては、当該発注情報に含まれる届先
識別情報が一致する輸送情報を記憶装置から検索し、検索した輸送情報に含まれる輸送経
路情報から今後通過する各輸送拠点を特定し、当該各輸送拠点を最寄とする商品提供者等
の中から商品Ａを在庫している商品提供者等のうち最寄の輸送拠点に最も近い商品提供者
等を選択するようにしてもよい。「今後通過する各輸送拠点」の情報は、輸送情報に含ま
れる輸送経路情報と現在ステータス情報とに基づいて特定することができる。また、「最
寄の輸送拠点」の情報は、上述した「出荷場所情報」に基づいて取得することができる。
「最も近い」か否かの判定は、上述した第１の方法と同様に行うことができる。
【００４０】
　これによると、届け先を共通にする荷物を、先に輸送中の荷物が通過する輸送拠点に速
やかに届けて混載することができる。また、卸売業者等においては、在庫が売れ残り、古
くなって廃棄するケースもあるが、本実施形態によれば、市場にある古い在庫が出荷され
る機会が増え、廃棄される商品が減り、卸売業者等の在庫の回転がよくなる。在庫も新し
いものに一新されやすくなり、食品の賞味期限切れも抑制される。また、在庫の回転がよ
くなることにより、卸売業者等における商品発注の機会が増え、今まで単独で発注してい
た商品も他の商品と共に発注して同送できる機会が増え、これにより、物流の効率化と物
流コストの削減に寄与する。
【００４１】
　また、上記実施形態の変形例として、「届先識別情報」に代えて「届先エリア識別情報
と」し、この「届先エリア識別情報」を近隣の複数の届け先に割り当て、この届先エリア
識別情報が共通する荷物を輸送経路上で混載するようにしてもよい。このようにすると、
近隣の届け先への荷物を輸送経路上で混載することができ、1か所の届け先への物流量に
比べ、届け先エリアへのより大きな物流量をまとめて輸送することができるので、更なる
物流効率化と物流コストの低減を図ることができる。
【００４２】
　ここで、本願発明は、上記の実施形態に限られず、特許請求の範囲に記載した発明の範
囲のものである。例えば、複数の情報の関連付けは一のテーブルによって関連付けられる
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場合に限らず、当該複数の情報が関連付けられた状態にあれば、関連付けの形式は問わな
い。また、上記実施形態では、発注情報の発生の段階から記述したが、同じ届け先又は近
隣の届け先に配達する荷物を流通過程において混載することによる効果は、発注情報の取
り扱いに関わらず得られるので、発注情報の取り扱いは本願発明の必須の要件ではない。
【符号の説明】
【００４３】
１　物流情報システム
２　発注者端末
３　商品提供者端末
４　輸送拠点端末
５　届先端末
６　コンピュータネットワーク

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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